
筑波大学-1 

 

国立大学法人筑波大学の中期目標 新旧対照表 

現 行 変 更 案 変更理由等 

  

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利用拠点) 

共 
同 
利 
用 
・ 
共 
同 
研 
究 
拠 
点 

 

計算科学研究センター 

遺伝子実験センター 
 

教 
育 
関 
係 
共 
同 
利 
用 
拠 
点 

 

日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑波大学グローバル

コミュニケーション教育センター） 

ナチュラルヒストリーに根ざした森と草原の生物多様

性教育拠点（筑波大学菅平高原実験センター） 
 

 

 

 

 

 

別表２(共同利用･共同研究拠点、教育関係共同利用拠点) 

共 
同 
利 
用 
・ 
共 
同 
研 
究 
拠 
点 

 

計算科学研究センター 

つくば機能植物イノベーション研究センター遺伝子

実験センター 

 

教 
育 
関 
係 
共 
同 
利 
用 
拠 
点 

 

日本語・日本事情遠隔教育拠点（筑波大学グローバル

コミュニケーション教育センター） 

ナチュラルヒストリーに根ざした山岳科学教育拠点

（筑波大学山岳科学センター） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究センター改組

に伴う名称変更の

ため。 

 

 

 

 

 

 

研究センター改組

に伴う名称変更の

ため。 

 

 

 

 

様式２ 



筑波大学-1 

 

国立大学法人筑波大学の中期計画 新旧対照表 

現 行 変 更 案 変更理由等 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

（略） 

 

２ 国際的に互換性のある教育の実施に向けての目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 国内外の大学や筑波研究学園都市の研究開発法人とのトランスボーダー

連携に関する具体的方策 

 

（略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

（略） 

 

２ 国際的に互換性のある教育の実施に向けての目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 国内外の大学や筑波研究学園都市の研究開発法人とのトランスボーダー

連携に関する具体的方策 

 

（略） 

 

16 の 2 国内外の政府、大学等からの要請に基づき、外国の大学の教育課程

に位置付けられる日本国内への受入インターンシッププログラムなど、教

育業務を受託し、国際的な互換性維持に配慮しつつ、既存の連携方策の改

善とより多様な連携形態の導入に取り組む。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランスボーダー

連携による教育の

推進として外国政

府等からの教育業

務の受託を重点計

画として掲げるた

め。 

 

 
◇ 教育研究組織の見直し、再編成に関する具体的方策 

 

20 学位プログラム制による教育に全学的に移行するとともに、分野横断型

の学位プログラムを拡充する。これに併せて、既存の教育組織の入学定員

を見直し、学位プログラムごとに適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

◇ 教育研究組織の見直し、再編成に関する具体的方策 

 

20 国際的互換性のある学位プログラム制による教育に全学的に移行すると

ともに、分野横断型の学位プログラムを拡充する。 

これに併せて、大学院課程においても学校教育法第 100 条ただし書の規

定により置くことができる研究科以外の教育研究上の基本となる組織とし

て、教育を担う組織(以下のとおり)と研究を担う組織（計画29-2に掲げる

「系」）を置く。また、教育を担う組織には大学院設置基準第6条に規定さ

れる「専攻」相当の組織を置き、構成する学位プログラムを管理する。 

これにより、それぞれの教育課程に効率的に資源投入し、最大限の効果

が得られるよう教育課程と授業科目を管理するとともに、教育イニシアテ

 

 

教育研究上の必要

性から、大学院研

究科に代えて、教

育を担う組織と研

究を担う組織の設

置等により、国際

的互換性のある教

育の実施体制の整

備を重点計画とし

様式２ 



筑波大学-2 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

（略） 

 

ィブ推進機構(仮称)を置き、授与する学位の質保証並びに評価に基づく教

育組織の入学定員の見直し及び学位プログラムごとの適切な配分を実施す

る。 

 

教育を担う組織 

 ビジネス科学・人文社会科学研究群（仮称）、理工・情報・生命研究群（仮称）、

人間総合科学研究群（仮称） 

 

（略） 

 

 

て掲げるため。 

 

 

４ 世界トップレベルの研究の推進に向けての目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 基盤研究の着実な実施及び学際横断型研究の飛躍的推進に関する具体的

方策 

 

（略） 

 

26 重点的な研究支援を一層加速し、WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や計

算科学研究センター、生命領域学際研究センター（TARA）、人文社会国際比較

研究機構、数理物質融合科学センター、地球・人類共生科学研究機構、遺伝子

実験センター、下田臨海実験センター等を中心に世界トップレベルの研究を推

進する。 

＜KPI：相当数の研究領域において世界 100 位以内を実現＞ 

 

４ 世界トップレベルの研究の推進に向けての目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 基盤研究の着実な実施及び学際横断型研究の飛躍的推進に関する具体的

方策 

 

（略） 

 

26 重点的な研究支援を一層加速し、WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」や計

算科学研究センター、生命領域学際研究センター（TARA）、人文社会国際比較

研究機構、つくば機能植物イノベーション研究センター、下田臨海実験センター

等を中心に世界トップレベルの研究を推進する。 

＜KPI：相当数の研究領域において世界 100 位以内を実現＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究センター改組

に伴う名称変更等

のため。 

 
 

（略） 

 

◇ 学内の研究システムの大胆な改革に関する具体的方策 

 

29 基幹研究組織（WPI「国際統合睡眠医科学研究機構」、計算科学研究セン

ター、生命領域学際研究センター（TARA）など）を中核として研究センタ

ーの改組・再編・集約を進める。 

＜KPI：平成 28 年度までにすべての研究センターの改組・再編・集約計画

を策定し、当該計画に基づき改組再編集約を順次実施＞ 

 

 

 

（略） 

 

◇ 学内の研究システムの大胆な改革に関する具体的方策 

 

29 基礎研究、学際横断型研究、大学の戦略に基づく研究をバランスよく進

めるとともに、各研究組織に対する支援や権能付与を全体として整合的で

しかも評価に基づくものとするため、研究センターの改組・再編・集約の

ための見直し結果を踏まえ、学内の研究組織を学術的な先端研究センター

と開発研究センターに大別し、学術的な先端研究センターについては5年

ごとに評価を実施し段階認定(4段階(R1～R4))を行う仕組みを導入する。

なお、開発研究センターは運営活動経費をすべて外部資金により賄い、社

会実装を目指した研究活動を行うものとする。 

 

 

 

 

平成 28年度まで

研究センターの改

組・再編・集約計

画を策定したこと

を踏まえ、さらに、

段階認定評価シス

テムに基づく

PDCAサイクルを



筑波大学-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新規) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

また、この仕組みの導入に併せて、これまで進めてきた研究センター見

直し結果を踏まえ、研究センターから教育研究支援センター等への転換、

研究センターの集約・再編、リサーチユニットへの転換を実施する。 

 

R1：世界級研究拠点    R2：全国級研究拠点 

R3：重点育成研究拠点   R4：育成研究拠点（リサーチユニット） 

 

＜KPI：平成 28 年度までにすべての研究センターの改組・再編・集約計画

を策定し、当該計画に基づき改組再編集約を順次実施。 

各研究センターに対する支援の内容・水準と各研究センターに付与さ

れる学内権能が、各段階に相応し、しかも全体として整合的であるよう

に、平成30年度までに整理し、ルール化を実施。＞ 

 

 

 

29の 2 「系」（以下のとおり）を中心に戦略的に研究を推進するとともに、

計画29に掲げる学術的な先端研究センターの評価の仕組みの導入に際し

て、R1世界級研究拠点として認定された以下に示す研究組織に固有の人事

機関を置き、重点的な研究分野における研究戦略に基づく柔軟で機動的な

教員人事を可能にする。 

 

系 

人文社会系、ビジネスサイエンス系、数理物質系、システム情報系、 

生命環境系、人間系、体育系、芸術系、医学医療系、図書館情報メディ

ア系、学際研究系 

 

R1世界級研究拠点 

計算科学研究センター、生命領域学際研究センター（TARA） 

 

 

（略） 

 

 

明示すると共に、

系による戦略的な

研究の推進につい

て、重点計画とし

て掲げるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「系」を中心とし

た戦略的な研究の

推進と機動的な教

員人事の推進につ

いて重点計画とし

て掲げるため。 

 

 

 

７ 筑波研究学園都市を含めた地域との連携に向けての目標を達成するため

の措置 

 

（略） 

 

◇ 社会との連携･協力、生涯教育等の社会サービスに関する具体的方策 

７ 筑波研究学園都市を含めた地域との連携に向けての目標を達成するため

の措置 

 

（略） 

 

◇ 社会との連携･協力、生涯教育等の社会サービスに関する具体的方策 

 

 

 

 

 

 



筑波大学-4 

 

 

42 大学の知的ポテンシャルと社会の課題解決ニーズを双方向に結びつける

ことにより、大学と社会との教育・研究を通じた交流を推進するとともに、

大学の知の発信として社会人に学びの場を積極的に提供するなど社会貢献

を強化する。 

 

 

 

 

（略） 

 

 

42 大学の知的ポテンシャルと社会の課題解決ニーズを双方向に結びつける

ことにより、大学と社会との教育・研究を通じた交流を推進するとともに、

大学の知の発信として社会人に学びの場を積極的に提供するなど社会貢献

を強化する。 

さらに、児童、生徒、学生等に対するオリンピック・パラリンピック教

育(ボランティア養成を含む)、競技力向上に向けた事業を通じて健康増進

等に貢献する。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

オリンピック･パ

ラリンピック教育

の推進等を重点計

画として掲げるた

め。 

 
 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

（略） 

 

２ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 安全性と柔軟性を併せ持つ情報セキュリティ環境の実現に関する具体的

方策 

 

57 全ての大学構成員に対する情報セキュリティ教育受講の義務化を目標と

するとともに、情報セキュリティ監査等を通じたリスクマネジメント及び

キャンパス情報ネットワークのセキュリティを強化すること等により、情

報セキュリティ環境を充実・強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 
 
 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

（略） 

 

２ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

 

（略） 

 

◇ 安全性と柔軟性を併せ持つ情報セキュリティ環境の実現に関する具体的

方策 

 

57 国内外を通じて情報セキュリティの高度化が求められることに対応し

て、国際的にも通用する筑波大学情報セキュリティマネジメントシステム

を構築する。このため、以下のような方策を講じる。 

(1) 大学構成員に対する情報セキュリティ教育の義務化 

(2) 情報セキュリティ監査を通じたリスクマネジメント 

(3) キャンパス情報ネットワークシステムのセキュリティ強化 

(4) 情報の機密性の格付けのキーワードによる情報の定義及び機密性に

応じた情報の取扱手順の明確化と徹底 

(5) 機密情報を格納する専用システム及び利用端末の登録制や暗号化を

義務付けた運用ルールの整備 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティ

環境の構築につい

て、一層の充実・

強化を図ることを

重点計画として掲

げるため。 

 

 

 

 

 

 



筑波大学-5 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するた

めの措置 

 

（略） 

 

◇ 大学の多様な活動を支える基金の整備･運用等に関する具体的方策 

 

（略） 

 

62 教育・研究活動等の充実・支援のため、大学の活動を支援する多様な人

材のネットワーク等を活用し、基金を着実に拡充する。また、大学の資産

等を活用し、外部との連携によるものを含めて、新たな附帯事業の創出に

取組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するた

めの措置 

 

（略） 

 

◇ 大学の多様な活動を支える基金の整備･運用等に関する具体的方策 

 

（略） 

 

62 教育・研究活動等の充実・支援のため、大学の活動を支援する多様な人

材のネットワーク等を活用し、基金を着実に拡充する。また、大学の資産

等を活用し、外部との連携によるものを含めて、新たな附帯事業の創出に

取組む。 

さらに、奨学寄附金の増額を図り、奨学寄附金による教育研究以外の多

様な継続的活動を可能とするため、従来の寄附講座制度及び寄附研究部門

制度等を一元化して特別活動部門制度を設ける。 

特別活動部門においては、寄附者の意向に沿った教育、研究、診療その

他多様な活動を行うこととする。 

また、これにより、従来、寄附講座制度及び寄附研究部門制度、特別共

同研究事業制度等に分かれている相談窓口・受入窓口を一元化する。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学の活動に対す

る寄附者の意向に

沿った多様な活動

の展開を重点計画

として掲げるた

め。 
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現  行 変 更 案 変更理由 

 

別表（収容定員） 

人文・文化学群 

社会・国際学群 

人間学群 

生命環境学群 

理工学群 

情報学群 

医学群 

体育専門学群 

芸術専門学群 

９６０人 

６６０人 

４８０人 

１，０２０人 

２，１００人 

９８０人 

１，２０５人（うち医師養成に係る分野７５１人） 

９６０人 

４００人 

人文社会科学研究科 

 

 

 

ビジネス科学研究科 

 

 

数理物質科学研究科 

 

システム情報工学研究科 

 

生命環境科学研究科 

 

 

人間総合科学研究科 

 

 

 

図書館情報メディア研究科 

 

教育研究科 

 

４７３人 うち５年一貫課程  １９０人 

修士課程     ７２人 

前期課程    １００人 

後期課程    １１１人 

３５７人 うち前期課程    １２０人 

後期課程     ６９人 

専門職学位課程 １６８人 

８１３人 うち前期課程    ４８０人 

後期課程    ３３３人 

１，１７２人 うち前期課程    ８５４人 

後期課程    ３１８人 

１，０７５人 うち５年一貫課程  １０５人 

前期課程    ５５６人 

後期課程    ４１４人 

１，４６０人 うち修士課程    １５８人 

医学の課程   ２４８人 

前期課程    ６８８人 

後期課程    ３６６人 

１３７人 うち前期課程     ７４人 

後期課程     ６３人 

１９９人（修士課程） 

 
 

 

別表（収容定員） 

人文・文化学群 

社会・国際学群 

人間学群 

生命環境学群 

理工学群 

情報学群 

医学群 

体育専門学群 

芸術専門学群 

９６０人 

６６０人 

４８０人 

１，０２０人 

２，１００人 

９８０人 

１，２１５人（うち医師養成に係る分野７６１人） 

９６０人 

４００人 

人文社会科学研究科 

 

 

 

ビジネス科学研究科 

 

 

数理物質科学研究科 

 

システム情報工学研究科 

 

生命環境科学研究科 

 

 

人間総合科学研究科 

 

 

 

図書館情報メディア研究科 

 

教育研究科 

 

４７３人 うち５年一貫課程  １９０人 

修士課程     ７２人 

前期課程    １００人 

後期課程    １１１人 

３５７人 うち前期課程    １２０人 

後期課程     ６９人 

専門職学位課程 １６８人 

８１３人 うち前期課程    ４８０人 

後期課程    ３３３人 

１，１７２人 うち前期課程    ８５４人 

後期課程    ３１８人 

１，０５７人 うち５年一貫課程  １０５人 

前期課程    ５３８人 

後期課程    ４１４人 

１，４７８人 うち修士課程    １７６人 

医学の課程   ２４８人 

前期課程    ６８８人 

後期課程    ３６６人 

１３７人 うち前期課程     ７４人 

後期課程     ６３人 

１９９人（修士課程） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度に行う医学

群医学類の収容定員の

増に伴う変更（平成 31

年度までの入学定員暫

定増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専攻設置に伴う入学定

員改定 

 

専攻設置に伴う入学定

員改定 
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